
北九州市会計年度任用職員候補者名簿への登録案内 
 

令和５年１１月１日 
北九州市総務局人事部人事課 

 

【申込期間】 令和５年１１月１日（水）～令和５年１１月２４日（金） 

  

  ※申込期間を過ぎた場合も、随時受付を行います。ただし、令和６年４月からの任用に

間に合わない可能性がありますので、可能な限り、申込期間内に提出してください。 

 
 
 北九州市では、繁忙時における一時的に発生する業務等を行っていただく場合、 
｢北九州市会計年度任用職員候補者名簿｣（以下、｢名簿｣という）に登載された方から、 
選考を経たうえで、｢会計年度任用職員｣として任用します。 
  
１ 任用された場合の身分 

  ｢会計年度任用職員｣として任用された場合、地方公務員法第２２条の２に規定される 
一般職の地方公務員となります。（名簿に登載されただけでは、会計年度任用職員にはな

りません。実際に任用（発令）された時点で身分を有します。） 
  任用にあたっては、一会計年度（４月１日～翌３月３１日）を超えない期間で行います。 
 
２ 名簿への登載 

  今回の公募における名簿への登載期間は、令和６年度を初年度として、３年度有効とし

ます。（令和８年度まで） 
  なお、令和４年度もしくは令和５年度の同名簿に登録されている人は、令和６年度も引

き続き名簿に登録しますので、改めての応募は必要ありません。 
  ただし、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規

定する暴力団員をいう）と判明した場合は、名簿には登載できません。 

  なお、名簿への登載にあたっては、必要な官公庁へ照会を行います。 

   
３ 申込資格 

次のいずれにも該当しない人 
 （１）禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの人 
 （２）北九州市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 
 （３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
  ※ 申込資格がないことが判明した場合は、登載を取り消します。また、申込書の記載

事項が正しくないことが判明した場合は、登載を取り消すことがあります。 

 



４ 一般的な勤務条件（社会経済情勢等の変化により変更することがあります。） 

（１）勤務場所：北九州市役所、各区役所及び市の各事業所 等 
（２）勤務時間：任用される職により異なります。 
 【代表的なもの（例示）】 
  ①週３０時間の場合（週５日） 
   概ね９時００分～１６時００分（うち休憩時間６０分） 等 
  ②週３７．５時間の場合（週５日） 
   概ね８時３０分～１７時００分（うち休憩時間６０分） 等 
  ※ 所定時間外の労働は、業務内容によって発生する場合があります。 
（３）業務内容（主なもの） 

№ 業務名 業務内容 週時間 

１ 一般事務補助業務 

北九州市役所・各区役所等において、 
一般事務補助業務（電話対応・窓口対応 
（簡易な案内、取り継ぎ等）・パソコンで

の文書作成・資料整理等）に従事 

30 時間 

37.5 時間 

等 

２ 
証明発行・調査補助等 

業務（税務関連） 

各市税事務所において、市税に関する証

明等の発行（窓口での受付・発行等）や、

税務調査の補助（調査書類の作成・入力等）

に係る業務等に従事 

30 時間 

３ 
証明発行等業務 
（市民課関連） 

各区市民課・区政事務センター・行政サ

ービスコーナーにおいて、住民票や戸籍謄

抄本などの発行、電話による問い合わせの

対応業務等に従事 

30 時間 

 
（４）報  酬：任用される職及び任用される者の職歴等により異なります。 

【代表的なもの（例示）】※令和５年１１月時点 
  ①週３０時間の場合（週５日） 
   月額１２４，７１５円 ～ １２６，４７０円（地域手当に相当する報酬を含む） 
  ②週３７．５時間の場合（週５日） 
   月額１５５，８９４円 ～ １５８，０８７円（地域手当に相当する報酬を含む） 
  ※その他、期末手当・交通費等が支給されます。 
（５）休  日：概ね土、日、祝祭日、年末年始等 ※任用される職により異なります。 
（６）社会保険：任用期間によって、健康保険、厚生年金、雇用保険の適用があります。 
 



５ 申込方法等 

（１）申込方法 

   電子申請でお願いします。北九州市ＨＰまたは登録用２次元バーコードから電子申請

システムにアクセスして申請してください。申請には顔写真の貼付、経歴や作文の入力

が必要ですので、事前の準備をお願いいたします。 

※ 電子申請できない場合は、総務局人事課にご相談ください。 
 

１ 北九州市ＨＰからのアクセス  

（北九州市ホームページ内：トップページ > 市政情報  > 会計年度任用職員募集 > 会計年度

任用職員候補者名簿への登録手続き > 令和６年度 北九州市会計年度任用職員候補者名簿へ

の登録者を募集しています） 
 

  ２ 登録用２次元バーコードからのアクセス  
 

   
【作文課題】 

   あなたが生活する中で、何かを不便に感じ、よりよくするために改善したことはあ

りますか。具体的なエピソードを交えてご記入ください。（４００字程度） 
 
（２）申込期間 

   令和５年１１月１日（水）～令和５年１１月２４日（金） 
  ※申込期間を過ぎた場合も、随時受付を行います。ただし、令和６年４月からの任用に

間に合わない可能性がありますので、可能な限り、申込期間内に提出してください。 
 
６ 採用までの流れ 

（１）令和６年４月１日以降、繁忙時における一時的に発生する業務等を行っていただく場

合、名簿登録者の中から選考を経た上で、任用者を決定します。 
（２）選考の連絡は、各所属より行います。なお、選考は面接や書類選考等、任用予定の職

により異なります。 
（３）会計年度任用職員としての業務は必要な都度発生しますので、任用開始の時期や期間

は各人異なったものになります。また、名簿に登載された方が必ず任用されるもので

はありませんのでご了承ください。 
 
７ その他 

（１）会計年度任用職員としての業務が発生した場合には、電子メールでご連絡する場合が 

あります。メールアドレスの登録方法については、案内の裏面をご覧ください。 

（２）その他、ご不明な点は下記の問い合わせ先までご連絡ください。 
 

【申込書の提出先、問い合わせ先】 

   〒８０３－８５０１  

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市総務局人事部人事課組織管理係（市役所本庁舎４階） 

電話：０９３－５８２－２２０３  

※左記のＱＲコードを読み込んでアクセスしてください。 



◎会計年度任用職員のメールアドレスの登録について  

  

 令和６年４月１日以降、会計年度任用職員の募集があった場合、電話又はご登録いただい

たメールアドレス宛に、ご案内メールをお送りします。 

 メールを受信するためには、事前の登録が必要ですので、メールでのご案内を希望される

方はご登録ください。 

 なお、登録に当たっては下記の方法により、ご自身のメールアドレスを登録してください。 

※令和３年度に登録した方も、再度の登録が必要です。 

 

【登録方法】 

 ・北九州市ＨＰまたは２次元バーコードから電子申請システムにアクセスし、「氏名」「生

年月日」「メールアドレス」を入力してください。 

  

１ 北九州市ＨＰからのアクセス方法  

 北九州市ホームページ内で『会計年度任用職員のメールアドレスの登録』と検索し、下記

のページの外部リンクから電子申請システムにアクセスしてください。 

 

【ページイメージ】 

 
 
 
２ 登録用２次元バーコードからのアクセス  

      

※メールの受信を中止する場合は、総務局人事課組織管理係へご連絡ください。 

 
※左記のＱＲコードを読み込んでアクセスしてください。 


